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者7卓 彦j級家膠の還訝   

1．はじめに   

我が国の経済と社会は、これまで培ってきた「豊かさ」と「希望」と r信頬」とを  

次代に引き継げるか否かの歴史的な正念場にある。   

外にあっては、世界同時不況と資源環境制約の高まり、内にあっては、少子高齢化、  

格差の拡大傾向、財政悪化など、内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せている。国  

民の暮らしと生活を守ることを最優先すべく、経済と社会を一体的にとらえた変革に  

取り組まなければならない。将来世代への「責任」を堅持しつつ、国民相互の信頼や  

助け合い、連携によって「安心社会」を実現し、各世代や各企業それぞれの「努力と  

挑戦」を最大限に引き出す。一方で、低炭素革命や健康長寿社会の創造、アジアヘの  

共生型貢献等を通じて有効需要の基盤を内外で広げ、国民や企業の「活力」を高める。  

「安心・活力・責任」を同時達成するための経済と社会の変革である。   

「安心・活力・責任」という3つの目標は対応次第では相反するおそれがある。将  

来への道筋をあいまいにしたままの局所的な対処療法では、経済と社会双方からなる  

「複合危機」は克服できない。「経済の危機」と「社会の危機」を一体的にとらえ、3  

つの目標への相乗効果を最大に発揮する施策の実行へと政府全体の資源配分を傾斜し  

ていかなければならない。   

本「基本方針2009」はこうした観点から取りまとめたものである。  

2．経済の現状と課題   

一部に底打ちの兆しが見られるものの、我が国の経済は、依然として「当面の危機」  

と「構造的な危機」に直面している。   

第一の課題は、我が国経済の当面の「底割れ」の防止と、確実な底入れ・反転の実  

現である。世界の金融危機や耐久消費財需要の急激な収縮などの要因による失業の急  

増や資金繰り倒産などを最小限にとどめるべく、また、主要先進国と比べて一時的に  

突出したマイナス成長幅に陥った我が国経済を国際協調の観点も踏まえて下支えする  

べく、政府及び日本銀行は、可能な限りの最大限の措置を講じてきた。   

輸出や生産等一部に明るさが見えてきたとはいえ、今後とも、国内における雇用情  

勢の一層の悪化やデフレが懸念されるところであり、また、過剰信用の巻き戻しなど  

世界の金融・経済の不確実性は高い。政府は、「経済危機対策」1等に基づき、金融対策、  

雇用対策などを中心に「当面の危機」を克服する。また、日本銀行に対しては、我が  

国経済が、物価安定の下での持続的成長経路に復帰するため、引き続き政府との緊密  

な連携の下で、適切かつ機動的な金融政策運営を期待する。   

第二の課題は、金融危機後の世界経済を見通し、産業構造■雇用構造を大きく転換  

l「経済危機対策」（平成21年4月10日）   
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することによって過度に外需に依存した経済成長から新たな持続的成長へと移行する  

ことである。   

まず、低炭素、健康長寿、ソフトパワーなどの分野で世界最先端の「未来市場」を  

創出し、市場とイノベーションの好循環を生み出すことにより、国際的な競争優位の  

獲得と質の高い雇用の創造を図る。このためには、規制改革、モデル市場づくり、内  

外の資本・人材・技術の集積が必要である。同時に、アジアを始め世界が直面する資  

源・環境・広域インフラ整備等の課題解決に、我が国の優れた産業力・技術力をいか  

して積極的に貢献しながら、世界の再成長の果実を国内に取り込む。   

内需と外需の「双発エンジン」によりけん引されるこうした新たな持続的成長プロ  

セスを一刻も早く始動すべく、以上の二つの課題への対応を不可分一体なものとして、  

2010年度においても引き続き大胆に取り組む。  

3．社会の現状と課題   

少子高齢化の進行、企業・家族・地域の機能・役割の変容やつながりの希薄化、格  

差の拡大傾向、若年失業の増大等を背景に、多くの国民が将来の生活に強い不安を抱  

いている。我が国社会は「静かなる危機」に直面している状況にある。   

「希望と信頼」を次代に引き継ぐためには、国民の間の不安感の高まりに正面から  

向き合い、すべての国民が参加する活力があり公正な「安心社会」の実現を全力で進  

めていく必要がある。   

第一の課題は、制度や行政への信頼を回復し、強化することである。このためには、  

安定財源の裏打ちの下で、年金・医療・介護など社会保障制度の「ほころび」を早急  

に修復するとともに、信頼構築のための制度・行政基盤を早急に整えていく必要があ  

る。また、新型インフル工ンザ対策や消責者行政などの分野にも万全な対応が必妻で  

ある。   

第二の課題は、「雇用を軸とした安心社会」を実現していくことである。将来の人口  

構造や産業構造を踏まえ、次代の日本を担う若者世代・子育て世代の支援・育成の強  

化を始め、意欲あるすべての世代の人々の「働く安心」を基軸としながら、「子育て」、  

「学びと教育」、「医療とコミュニティ」、「老後と介護」といった各分野での安心強化  

のための施策を有機的、効果的に連携・強化していかなければならない。   

その際、「官から民へ」、「大きな政府から小さな政府へ」といった議論を超えて、「安  

心社会」の実現に向けて無駄なく「機能する政府」への変革や、企業・NPO・地域  

などの参加と役割・責任分担による新たな「公」の創造を国全体の課題として位置づ  

け直すことが必要である。   



4．「安心と活力」の両立を目指して  

憫体的対応   

「経済の危機」と「社会の危機」への対応は、相互に補完し合い、強め合うことが  

できる。老後や介護への安心を確保することにより、巨額の金融資産をいかした内需  

主導成長が動き始める。若者世代の能力発揮や少子化対策の強化により、将来の成長  

力が底上げされる。経済の過度のマイナス成長を防ぎ、「未来市場」にかかわる産業の  

拡大を通じて、質の高い雇用を創出することは、日本型安心社会の基軸となる「雇用  

の安心」をもたらす。   

経済と社会、どちらの危機への対応を優先するかという視点を超えて、双方の危機  

に同時、かつ一体的に取り組む。安心と活力を高める上で不可欠な支出については、  

政策にかかる糞用とそのための安定的な財源を具体的に明示し、検討を早急に進める。  

残された時間は短い。2010年代前半から半ばにかけて、団塊世代が高齢世代入りし、  

就職氷河期の若年世代は社会の中核を担うべき年齢に到達し始めることになる。  

（2）財政健全化と安心社会実現   

金融危機後の世界各国の財政状況の悪化から、国際的な長期金利の上昇傾向が見ら  

れる中、我が国財政の持続可能性を確保し財政硬直化についてのリスクを最小化しつ  

つ、安心社会を実現するためには、我が国財政について健全化への中長期的な取組姿  

勢を市場からの信頼に足る形で明確に示すことが不可欠である。また、そのための財  

源は、具体性・持続性・安定性を兼ね備える必要がある。以下を基本方針として、財  

政健全化と安心社会実現に向けて取り組む。   

① 行政の無駄を不断に削減することは当然であり、徹底した行政改革と歳出改革  

は継続する。ただし、経済危機的状況に照らし、果断な対応は適時適切に図る。   

②「中期プログラム」2と「平成21年度税制改正法」附則3の税制の抜本改革の規  

定に則って、社会保障の機能強化と安定財源確保を着実に具体化する。   

③ 安心社会を実現するための雇用を軸とした新規施策（雇用・生活セーフティネ  

ット、職業訓練、教育等の分野における新規施策）については、「安定財源なく  

して制度改正なし」との原則に立って、税制抜本改革や歳出歳入改革の中で、  

所要の財源を確保する。  

（3）当面の「最優先課題」（府省に広くまたがる横断的課題）   

以下を当面の「最優先課題」とし、関係府省は、予算■人材両面において最大限の  

重点対応を行う。さらに、内閣主導で、府省横断的なプロジェクト・チームを設置す  

る等により迅速かつ総合的な取組を図る。  

2「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」（平成20年12月24日   

間議決定、平成21年6月23日一一部改正）  

3「所得税法等の→部を改正する法律」（平成21年法律第13号附則第104条）  
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①経済危機克服  

i）経済と社会の安定の基軸である雇用については、雇用維持のための緊急取組に   

加え、「次世代の日本を担う若年層」に対して職業能力向上と再挑戦の機会拡大   

のための支援を強化する。その際、企業・自治体と連携しながら「縦割り」を   

超えた政府横断的取組を図る。  

ii）同時に、新たな持続的成長プロセスを一刻も早く始動するため、  

・低炭素・環境共生型社会に向けて民間投資を引き出すための取組（制度改革・   

先進モデル市場づくり・リスクマネーの供給・内外人材の集積等）を多年度に   

わたり強化する。  

・地域経済の回復のため、各地域の取組を全力で支援する。国は、発想を転換し、   

予算のみならず、人材・人脈・情報・アイデア・制度改革等執行面において各   

地域の主導を最大限に支援する。  

・金融危機後の世界経済の再成長を確固たるものとするため、国際協力に関する   

各省の取組（金融通貨協力、インフラ整備・環境一技術等、貿易投資、人材交   

流等）を連携させ、戦略的な国際貢献を加速する。特にアジアとの間について   

は、「共生型貢献」を進め、内需の基盤と成長の源泉をアジアヘと拡大する。  

②安心社会実現  

i）社会保障の「ほころび」の修復なしに政府への信頼回復はない。税制抜本改革   

を通じた安定財源の裏打ちを制度的に確保しつつ、社会保障の機能強化につい   

て、効率化を図りつつも、緊急措置として前倒しで「先行実施」を図る。また、   

少子化対策や子育て世代への支援を総合的に強化する。  

ii）安心社会実現のための具体的な道筋について合意を図るため政府与党一体で検   

討を行うとともに、安心社会の基盤となる情報インフラ、行政体制、人材の傾   

斜配置などへの取組を政府横断的に進める。  
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者2卓  カの虜北   

末弟への綬ぎ多戯形β動こぎめ、厨房の夢ぎーつ一つ顛Lつつ、動珂野の成長力吉  

虜化す雰。こカ仁より、願や人口威少筈の紳を嘉好L、β本の底力善男虜き世、中屋  

劇押㌫経済成長を二葉好L、安め＃会の男冴ムあわぎ、肋閻棚できる鹿済＃会  

をg鰐す二、  

戦略の推進   

屋点劇・真申彪な綴ぎ、戯鮒をプわジェクトのこ穿行、畑を維款看ぎ兵乱、虚冴  

J秒を需要紛と中屋卿な成長力窟舵の上＝言の厨当ノを繹るため、／桝鹿野  

虎雄／を基数Lた（禾爛艶晩／∫筈友穿行する多卓彦多っ経野にスれた対応を澄  

め届こととL、平成2／幸彦にお／ナる原潜の船首本年度末吉でに行い、そ水路ま亮丁平  

ノ成ヱ2年度以摩の戯好き点軌鹿遭する。  

（1）低炭素革命  

○太陽光発電・省エネ世界一プラン（2020年頃に再生可能エネルギーの対最終エ   

ネルギー消費比率を世界最高水準の20％程度へ、太陽光発電を20倍程度へ）、   

エコカー世界最速普及（2020年に新車販売の5割へ）、低炭素交通・都市革命、   

資源大国実現プランを推進する。  

＜主な施策＞   

・太陽光発電の導入抜本加速、風力・小水力等再生可能エネルギー の利用推進、  

建築物のゼロエミッション化の加速的展開、温室効果ガス排出の少ない省エネ  

機器等の加速的普及、国内クレジット制度の活用、環境・エネルギー革新技術  

等の開発・実証の集中実施、環境ビジネスへの投資促進、CO2排出量の「見え  

る化」等、カーボン・オフセット6の普及。   

・次世代自動車などエコカーの需要拡大、国際競争力の強化。   

・低炭素交通機関の世界最速開発・最速普及（超電導リニア、フリーゲージトレ  

イン等）、低炭素交通インフラ整備等の集中対策（国土ミッシングリンク、スー  

パー中枢港湾・産業港湾インフラ、モーダルシフト7対策、整備新幹線等）、我  

が国高速鉄道システム等の海外展開、公共交通機関の利用促進、コンパクトで  

人と環境に優しい都市・地域づくり。   

・レアメタル等を含む製品のリサイクルシステムの構築、廃プラスチックの総資  

4 「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」（平成20年9月19日間議決定）  

5 「未来開拓戦略」（平成21年4月17日）  

6 自らの温室効果ガス排出量のうち、削減が困難な量の全部又は一部を、他の場所で実現した温室効果   

ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合せる活動。  

7 貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸   

送機関（モード）の転換（シフト）を図ること。  

5   



源化、先進国型シップリサイクルの推進による鉄資源の確保と低炭素化への貢  

献、アジアにおける資源循環システムの構築、森林吸収源対策など森林の整備・  

保全と木材・木質バイオマス利用の推進、世界水ビジネス市場に参入、安全を  

前提とした原子力発電及び核燃料サイクルの推進・原子力産業の国際展開の推  

進、原子力教育の推進、上流権益確保への支援強化、海洋資源の探査・開発促  

進、クリーンアジア・イニシアティブ等の推進。  

環境保全の取組によって経済を再生させる「緑の経済と社会の変革」に向け、  

低炭素社会、循環型社会、自然共生社会への移行等を推進。  

（2）健康長寿  

介護機能強化プラン（介護雇用を3年間で30万人創出）、地域医療強化・健康  

産業創出プラン、医療・介護福祉新技術イノベーションプラン（未承認薬等の開  

発支援・承認審査迅速化、新型インフルエンザワクチンの開発・生産期間短縮等）  

を推進する。  

＜主な施策＞  

・介護人材の処遇改善に向けた取組、介護職員等の資格取得等のキャリア形成支  

援、介護基盤の緊急整備等、バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点  

整備。  

・地域医療の再生、大学病院の機能強化、医療拠点病院の強化等、医療機関に対  

する優遇融資拡充、地域総合健康サービス産業創出プロジェクト。  

・がん等の戦略的分野における医薬品・医療機器・再生医療の開発・橋渡し・実  

用化加速国家プロジェクトの中長期的戦略に基づく推進、医薬品・医療機器の  

承認までの期間の短縮、安全対策の体制強化、世界トップレベルの新型インフ  

ルエンザ対策、生活支援ロボット等実用化の推進、医療IT化推進。  

（3）魅力発揮  

○農林漁業潜在力発揮プラン（植物工場を3年以内に3倍増）、ソフトパワー発揮   

プラン（2020年にコンテンツ輸出比率を米国並みへ）、世界に誇る観光大国実現   

（2020年までに訪日外国人旅行者数2000万人へ）、人財力強化・技術力発揮プ   

ラン、IT底力発揮戦略を推進する。  

＜主な施策＞  

・緑と水の環境技術革命、耕作放棄地解消、農山漁村IT活用総合化、食品産業  

グリーンプロジェクト、先進的モデルの実施、ものづくり技術をいかした農林  

漁業の付加価値拡大。  

・林業・木材産業の再生に向け、持続的林業経営の確立、「緑の雇用」の推進、間  

伐材の総合利用に向けた路網整備・機械化、生産・加工・流通体制の整備、国  

産材の需要拡大等を推進。力強い水産業の確立に向け、漁業収益力の向上等に  

よる燃油価格の変動等にも対応し得る持続的経営の確立、産地販売力の強化、  
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漁業の就業者対策、地産地消等消費拡大、漁場の整備等を推進。  

ソフトパワーの海外展開支援、次世代著作権取引支援システムの整備、地域ソ  

フトパワー発信・活用の強化。  

国際競争力の高い魅力ある世界有数の観光地の形成、世界からのアクセス抜本  

改善（訪日査証の見直し、羽田・成田空港の機能強化、関西空港・中部空港の  

フル活用、空港入国審査待ち時間の短縮等）、日本ブランド発信強化による需要  

拡大、訪日外国人旅行者への外国語対応の強化。  

小中高校における理数教育、社会・職業への円滑な移行のためのキャリア教育・  

職業教育の強化、世界トップレベルの研究環境実現、大学等における教育研究  

の水準向上、創造性に富んだ若手研究者の育成、超小型衛星システムの開発や  

中小企業・ベンチャー等の活用による宇宙開発利用分野での新市場創造等、地  

域の産業構造の変革、雇用の安定に向けたセーフティネットの強化、人材育成  

の推進等。  

グリーンITで世界をけん引、ITを活用したリーディング産業の競争力強化  

と地域・中小企業の活性化、ITを活用した地域の活性化等、ITによるアジ  

ア知識経済圏の構築等、電子行政の加速、IT社会基盤の整備、高度IT人材  

等の育成強化、先進的デジタルネットワークの構築。  

デジタル放送の送受信対策、デジタル受信機器の普及促進、公共施設のデジタ  

ル化等、地上テレビジョン放送のデジタル化の推進を始めとするICT基盤の  
整備等の推進。  

IT戦略本部において決定する「デジタル新時代への戦略」（仮称）を早期に策  

定し、着実に施策を実施。  

国民電子私書箱（仮称）は、平成25年度までの整備を目指し、既存のシステム  

の利用を視野に社会保障番号・カード（仮称）と一体的に検討し、本年度中に  

基本構想を策定。  

「第2次情報セキュリティ基本計画」8に基づき、「セキュア・ジャパン2009」  

の施策を着実に実施し、情報セキュリティ対策を推進。  

2‡．アジア・世界の持続的成長への貢献   

① アジア経済倍増へ向けた成長構想等   

・アジアの経済規模が2020年に現在より倍増することを目指すとともに、世界の  

成長センターであるアジアの強みを最大限いかし、我が国がアジアとともに発  

展する道筋をつける。そのため、東アジア・ASEAN経済研究センター（E  

RIA）等が、「アジア総合開発計画」を策定するなど、アジア諸国と協力しな  

がら、我が国の国際公約に則り、アジアの広域開発を推進するとともに、アジ  

アの内需拡大に向けた制度整備等を進める。  

8「第2次情報セキュリティ基本計画」（平成21年2月3日）  
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・アジア諸国との物流面の連携強化等を図るため、新たな総合物流施策大綱を平   

成21年中に策定し、物流施策を推進する。  

・アジアの金融市場安定のため、チェンマイ・イニシアティブのマルチ化の早期   

実現など、アジア域内の金融協力強化に、ASEAN＋3諸国と緊密に連携し   

積極的に取り組む。  

・アジア諸国を中心に「法制度整備支援に関する基本方針」9を踏まえ、法制度整   

備支援を推進する。  

②ポスト京都議定書の枠組みづくりへの貢献等  

・「京都議定書目標達成計画」10及び「低炭素社会づくり行動計画」11に基づく取   

組を推進する。  

・先進国は2015年、途上国は2025年に排出量をピークアウトするとともに、2050   

年までに世界全体での半減につなげるため、我が国として2020年に2005年比   

15％削減するとの中期目標12及び2050年に60～80％削減するとの長期目標を掲   

げ、本年12月の気候変動枠組条約第15回締約国会議での、米中印等の主要排   

出国を始めとする「全員参加」型の公平で実効性ある次期枠組みの合意を目指  

し、イニシアティブを発挿する。このため、次期枠組みに責任を共有して参加   

する途上国への技術移転、革新技術や原子力の開発・適切な普及等にも力を入   

れ、今後の国際交渉に全力で取り組むとともに、低炭素革命実現に向け各界各   

層で一致協力した行動を進める。  

・アジア・世界の生物多様性の保全と持続可能な利用を促進するため二2010年10   

月に愛知県名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議に向け、議   

長国としてリーダーシップを発挿する。  

③高度人材受入促進と対日投資の拡大  

・外国高度人材受入れの推進組織など体制の整備を図るとともに、「外国高度人材   

受入政策の本格的展開を」13に即し、本年秋までにアクション・プログラムを策   

定し、必要な政策を実施する。  

・「対日直接投資加速プログラム」14に則って、対日投資の拡大を進めるとともに、  

内外無差別原則の例外である外資規制の在り方について包括的検討を引き続き   

進める。  

・海外投資家の我が国金融・資本市場への投資の促進を検討する。  

④経済連携、新興国・資源国との関係強化等  

・多角的自由貿易体制の維持・強化に向け、保護主義の抑止とWTOドーハ・ラ  

ウンドの早期妥結に取り組む。民間知見を活用し、途上国の一村一品運動を支  

9「法制度整備支援に関する基本方針」（平成21年4月22日）  

10「京都議定書目標達成計画」（平成20年3月28日間議決定）  

ll「低炭素社会づくり行動計画」（平成20年7月29日閣議決定）  

12省エネなどの国内での努力を積み上げて算定したもの（いわば「真水」の目標）。  

13「外国高度人材受入政策の本格的展開を」（平成21年5月29日）  

14「対日直接投資加速プログラム」（平成20年12月11日改定）   



接する。  

・経済連携協定については、「2010年に向けたEPA工程表」15に基づき、引き続   

き積極的に推進するとともに、投資協定等の締結を推進する。  

・2010年に我が国が議長を務めるアジア太平洋経済協力（APEC）において、   

地域の統合と発展に向けた新たなビジョンを示し、その実現に向けリーダーシ  

ップを発挿する。  

・中東・ロシア・中南米・アフリカ等の新興国・資源国と産業協力による重層的   

関係を強化する等、エネルギー安全保障の強化や新興市場の拡大に取り組む。  

・海外への農業投資の促進などにより、世界及び我が国の食料安全保障に資する。  

⑤総合的な外交力強化  

・戦略的国際協力の推進、知的交流や日本語普及を含むソフトパワー発揮等の政   

府の対外的機能につき、在外公館、マンパワー等の外交実施体制を軸に、NG   

O等外部人材の積極的活用を含め、できるだけ早期に総合的な外交力を質・量   

双方で強化する。  

・対アフリカ政府開発援助の倍増、クールアース・パートナーシップ構築等の国   

際公約を着実に実施し、地球規模課題に対する指導力発揮、テロとの闘い、核   

軍縮等の気運の高まりを踏まえた軍縮・不拡散の推進、平和構築の人材育成や   

人間の安全保障を含め、国際社会での責任ある役割を果たす。これらの戦略的   

援助に必要な事業量を確保する。  

・円借款の更なる迅速化を図る。JICAの海外投融資業務について、開発効果   

の高い新しい需要に対応するため、早急に過去の実施案件の成功例・失敗例等   

を十分研究・評価し、本年秋を目途にJICA・関係省を中心に協議の上、き   

ちんとした執行体制を確立し、関係省によるチェック体制を整備した上で実施   

する。  

・科学技術外交及び宇宙外交を強化する。  

3．農政改革  

儲とLTの観、上倉粁の併潜カノ、胤庶材の一昔カノの三つを再生すづ   

ため、農政改革を澄め、農耕水屋靡屠の新たな尾野乙囲息  

・新たな「農地法」16について、生産現場等への浸透を図り、農地集積加速化事業  

等を通じて農地の面的集積を進め、多様な経営体の参入や連携を進めるととも  

に、平成23年度を目途に農業上重要な地域を中心に耕作放棄地を解消する。新  

たな構造展望を明確にするとともに、担い手の育成、農地の利用集積を進展さ  

せるための総合的な工程表を作成する。  

15「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月27日間議決定）  

16「農地法等の一部を改正する法律」（平成21年6月17日成立）  
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現在の水田農業の構造改革が遅れていること、生産調整の実施者に不公平感が  

あることを踏まえ、自給力の向上のための米政策・水田農業の在り方について  

検討を進める。世界的な食料需給のひっ迫の可能性も踏まえ、大豆・麦・米粉・  

飼料米などの定着・拡大が進むような思い切った生産振興策を検討し、早期に  

実施に移す。  

若者が農業に魅力を感じられるようにするとの観点から、生産・流通・販売の  

各段階における改革を通じて農業・農村の所得増大が図られるよう取り組む。  

農業経営体の参入促進・育成・支援に関する施策の充実を図る。  

従来の直接支援に加え、農山漁村が本来有する自然環境の保全など様々な機能  

の向上や地域社会の維持を図るための支援策について検討し、早期に実行に移  

す。  

バイオマス資源や自然エネルギー 資源など農山漁村の潜在力をいかした新産業  

の創出を支援し、地域の活性化に役立てる。  

4．地域発の成長  

一昔カと必古館の虚名彪邸プぐりを澄め、雌の戯を美好する。  

太陽光発電の導入加速や低炭素交通インフラ整備等の低炭素革命、地域医療再  

生等の健康長寿、農林漁業の潜在力発挿、観光大国等の魅力発挿、IT底力発  

揮戦略、といった成長戦略を地域において推進し、地域発の成長につなげてい  

く。  

地域交通の活性化、内航海運の活性化を図るとともに、地域におけるまちづく  

りへの支援や地域の実情に応じた活性化策等を推進する。  

離島航路・産業の再生を図るとともに、離島における子弟教育の充実や適切な  

医療の確保への取組なども含めた離島地域の実情に応じた活性化策等を積極的  

に推進する。  

商店街が地域コミュニティの担い手として重要な役割を果たすことを踏まえ、  

空き店舗利用、地域資源活用等による商店街活性化の取組を積極的に推進する。  

住宅・建築物の耐震化、長寿命化等の促進、既存住宅の流通促進など住宅スト  

ックの有効活用、資金調達の円滑化等により、住宅投資の活性化、離職者の居  

住安定確保等を図る。  

地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、地方分権改革を着実に推進する。  

地方分権改革の推進とあいまって、「地方再生戦略」17等に基づき、地域の人材  

力強化、地域力の創造等に取り組む。  

「定住自立圏構想」18により定住を促進する取組を、各府省連携して推進する。  

17「地方再生戦略」（平成20年12月19日改定）  

18「定住自立圏構想」（平成20年5月23日）  
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